[bookmark: ②農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成24年５月31日付け24経営第564号農]別紙様式１

[bookmark: _GoBack]静岡県農業経営・就農支援センターの業務に係る個人情報の取扱いについて

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する場合は「個人情報の取扱いの確認」欄に署名又は記名願います。




	静岡県及び静岡県農業経営・就農支援センターは、静岡県農業経営・就農支援センターの業務の実施に際して得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）等に基づき、適正に管理し、本センターの業務の実施のために利用します。
また、静岡県及び静岡県農業経営・就農支援センターは、本センターの業務のほか、農業を担う者の育成・確保に資する取組、農業経営・就農サポート推進事業の報告に活用するため、必要最小限度内で、下記の関係機関へ提供する場合があります。
このほか、就農準備や経営改善等の取組状況、専門家からの助言等の内容についても、助言・指導等を実施する際のデータとして活用するため、関係機関へ提供する場合があります。

	提供する情報の内容
	①支援対象者の氏名（法人にあっては名称及び代表者名）情報の内容及び年齢、②住所、③相談内容、④経営内容、⑤支援等の実施状況や専門家からの助言等の内容　等

	情報を提供する関係機関
	国、国から農業経営診断システムに係る業務を委託された者、都道府県、静岡県から農業経営・就農支援センターに係る業務の一部を委託された者、農業経営・就農支援センターに登録された専門家、市町村、市町農業委員会、農業協同組合連合会、農業協同組合、静岡県農業会議、静岡県法人協会、土地改良区、農地中間管理機構、普及指導センター、株式会社日本政策金融公庫　等









	　個人情報の取扱いの確認

	「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　氏名（名称・代表者）　　　　　　　　　　　　　　


（注）情報を提供する機関について、国が提供する農業経営診断システムを活用する場合は、「国から農業経営診断システムに係る業務を委託された者」を、就農相談等全国データベースを活用して経営移譲希望カードを作成する場合は、「農業委員会ネットワーク機構」を必ず記載すること




